令和８年度　柳川市配食による高齢者等見守り事業受託事業者募集要領
（二次募集）
１　趣旨
　　見守りが必要な高齢者等の自宅に弁当を定期的に配達することで安否確認等を行う「柳川市配食による高齢者等見守り事業」を委託する事業者を募集します。

２　事業の目的
　　配食事業者のネットワークを活用し見守りや栄養の確保が必要なひとり暮らし高齢者等へ定期的に弁当を配達することで安否確認や変化に気づく見守り事業です。高齢者等が住み慣れた地域で自立した生活を継続できる環境づくりに寄与することを目的としています。

３　業務内容　
　「令和８年度柳川市配食による高齢者等見守り事業業務委託仕様書」のとおり

４　応募資格
　　前記３業務内容の履行が可能でかつ意欲を有する事業者であって、次に掲げる要件をすべて満たしている者とします。
　（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。※詳細別記
　（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号から第６号に該当しない者であること。
　（３）食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に定める飲食店営業許可などを受けていること。
　（４）法人税、消費税及び地方消費税、県税、市町村税、その他税金の滞納が
　　　ないこと。
　（５）１年以上継続して事業を実施できること。
　（６）配食事業あるいは飲食店としての営業実績が２年以上あること。
  （７）調理から配達及び安否確認等一連の業務を事業所の責任において実施できること。（配達は再委託可能とする。）
  （８）緊急時における対応マニュアル及び連絡体制を定めており迅速に対応できること。
　（９）「日本人の食事摂取基準（２０２５年版）」（厚生労働省）を参考として１食あたり１日の基準の３分の１を目安とした献立を提供できること。
　（１０）１回あたり１０食以上かつ週３日以上の配食が可能であること。
　　　（週６日が大半です。週６日を推奨しています。）




　　　　【参考データ】令和７年１１月利用状況
	利用頻度
	利用人数（人）

	週１日
	５

	週２日
	１２

	週３日
	１９

	週４日
	１７

	週５日
	１６

	週６日
	９１

	合計
	１６０　　　



５　委託期間
　　令和８年５月１日から令和９年３月３１日

６　委託料
　　受託者は、事業者が定める１食あたりの単価を市に届出を行い、その額で献立、調理、配達、安否確認等を行い、柳川市の指示に基づき利用者負担分として住民税課税世帯の者は事業者が定める額を、非課税世帯の者は事業者が定める額から２８０円を差し引いた額を利用者から直接徴収することとします。前述の２８０円については、柳川市が委託料として負担します。

７　申請の流れ
　　令和８年３月１８日（水）　募集開始
　　令和８年３月１８日（水）～３月２３日（月）１５時　質問の受付　
　　令和８年３月２４日（火）  質問を行った全ての事業者に全ての質問内容　　
　　　　　　　　　　　　　　　をメールで回答
　　令和８年３月２５日（火）～令和８年４月８日（水）　申請受付
　　令和８年４月１０日（金）予定　　追加登録者決定・通知発送
　　令和８年４月１３日（月）利用者へ令和８年度５月～事業者リストを送付

８　利用対象者
　　条件➀～条件③全てに該当する人
　（１）条件➀　いずれかに該当する世帯の者
　　　　・６５歳以上の者のみ世帯
　　　　・６５歳以上の者と障がいがある者のみ世帯
　　　　・障がいがある者のみ世帯
　　　　
　（２）条件②　在宅でかついずれかに該当すること
　　　　・要支援２または要介護
　　　　・身体障害者手帳１級・２級
　　　　・療育手帳Ａ
　　　　・精神障害者保健福祉手帳１級
　（３）条件③　全てに該当すること
　　　　・見守りが必要
　　　　・見守りができる家族が近隣にいない（同居、隣、道向かい）
　　　　　※近隣にいて見守りができない場合理由が必要。
【参考データ】
令和７年１１月末利用者数１６０名（課税１３名、非課税１４７名）
令和７年１１月実績　３，１２５食　　




９　利用内容詳細
　（１）利用対象者は、１日に１回、昼食または夕食を選択する。
　　　　週何回かを申請する。（手渡し可能な日のみ・最大週６日利用可能）
　（２）利用者は、事業者を1か所選択する。
　（３）例えば週６日希望する人は、週６日提供可能な事業者から選択する。
　　　　（複数の事業者を組み合わせることはできない）

１０　事業者登録申請書等の提出
　（１）提出書類
　　　　令和８年４月８日（水）までに全ての書類を提出してください
　　　　① 柳川市配食による高齢者等見守り事業事業者登録申請書
　　　　　　・・・様式第２号
　　　　② 事業者概要・・・様式第３号
　　　　③ サービス内容情報シート・・・様式第４号　　　　　※利用者提供
[bookmark: _GoBack]        ④ １週間（または６日間）の献立（例）と写真・・・様式第５号
　　　　　（Ａ４カラー写真・内容を満たしていれば様式は任意）※利用者提供
　　　　⑤ 緊急時対応マニュアル・・様式第６号（ただし下記事項を含むこと）
　　　　⑥ 誓約書兼同意書・・様式第７号
　　　　⑦ 法人登記簿謄本または登記事項証明書の写し
　　　　　 個人の場合は本籍地が発行する代表者身分証明書
　　　　⑧ 食品衛生法（昭和22年法律第233号）第55条の規定に基づく飲食
　　　　　 店営業もしくはそうざい製造業許可証の写し
　　　　⑨ 法人市町村民税（または個人市町村民税）納税証明書
　　　　　（3か月以内に発行されたもの）
　　　　⑩ 食品営業賠償保険等契約証の写し

　（２）留意事項
　　　　① 提出書類作成等に係る費用は事業者の負担とします。
　　　　② 全ての書類を揃えて提出してください。




１１　提出先
　　　柳川市役所柳川庁舎福祉課高齢者福祉係に直接お持ちいただくか（平日８：
　　３０～１７：００）、郵送（必着）にて提出をお願いします。
　　　※様式第４号、様式第５号は別途メールにて提出をお願いします。
　　　　（40207fukushi-kou@city.yanagawa.lg.jp）

１２　決定方法
　　提出書類に基づき審査し、応募資格を満たしていると認められる事業者を登録します。

１３　欠格事項
　　　参加者が次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とします。
　　（１）応募資格要件を満たしていない場合
　　（２）提出書類に虚偽の記載があった場合
    （３）募集要領で示された提出書類の提出期限、提出場所及び提出方法等に条件に適合しない者があった場合
　　（４）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合

１４　問い合わせ先
　　　柳川市役所　保健福祉部　福祉課　高齢者福祉係　田中、寺井
　　　柳川市本町８７番地１（柳川庁舎）
　　　ＴＥＬ　０９４４－７７－８５１６
　　　ＦＡＸ　０９４４－７３－９２１１












【参考】
 (一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四　普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
２　普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一　契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二　競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三　落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四　地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五　正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六　契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七　この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(昭三八政三〇六・全改、平一二政三七・平二〇政二五・平二六政三四五・一部改正)
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